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平成１９年２月定例県議会付議案

議案第 １号 平成１９年度鳥取県一般会計予算

議案第 ２号 同 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計予算

議案第 ３号 同 鳥取県給与集中管理特別会計予算

議案第 ４号 同 鳥取県公債管理特別会計予算

議案第 ５号 同 鳥取県収入証紙特別会計予算

議案第 ６号 同 鳥取県母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

議案第 ７号 同 鳥取県天神川流域下水道事業特別会計予算

議案第 ８号 同 鳥取県中小企業近代化資金助成事業特別会計予算

議案第 ９号 同 鳥取県農業改良資金助成事業特別会計予算

議案第１０号 同 鳥取県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計予算

議案第１１号 同 鳥取県県営林事業特別会計予算

議案第１２号 同 鳥取県県営境港水産施設事業特別会計予算

議案第１３号 同 鳥取県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予算

議案第１４号 同 鳥取県港湾整備事業特別会計予算

議案第１５号 同 鳥取県県立学校農業実習特別会計予算

議案第１６号 同 鳥取県育英奨学事業特別会計予算

議案第１７号 同 鳥取県営電気事業会計予算

議案第１８号 同 鳥取県営工業用水道事業会計予算

議案第１９号 同 鳥取県営埋立事業会計予算

議案第２０号 同 鳥取県営病院事業会計予算

議案第２１号 平成１８年度鳥取県一般会計補正予算

議案第２２号 同 鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算

議案第２３号 同 鳥取県公債管理特別会計補正予算

議案第２４号 同 鳥取県収入証紙特別会計補正予算

議案第２５号 同 鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算

議案第２６号 同 鳥取県農業改良資金助成事業特別会計補正予算
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議案第２７号 同 鳥取県県営林事業特別会計補正予算

議案第２８号 同 鳥取県県営境港水産施設事業特別会計補正予算

議案第２９号 同 鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算

議案第３０号 同 鳥取県育英奨学事業特別会計補正予算

議案第３１号 同 鳥取県営電気事業会計補正予算

議案第３２号 同 鳥取県営工業用水道事業会計補正予算

議案第３３号 同 鳥取県営埋立事業会計補正予算

議案第３４号 同 鳥取県営病院事業会計補正予算

議案第３５号 条例の廃止等に関する条例の設定について（政策法務室）

不要な条例の廃止、自動失効規定（条例の適用期間）の整備等を一括して行うものである。
（廃止条例）
・鳥取県条例の形式を左横書きに改正する条例
・日本国との平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除及び出納長等の賠償の責任に基く債務

の免除に関する条例
・昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例
・恩給の年額の昭和41年改定に関する条例
・恩給の年額の昭和49年改定に関する条例
・個人の県民税に係る鳥取県税条例の臨時特例に関する条例
・鳥取県観光総合審議会設置条例
・鳥取県宅地建物取引業審議会条例
・鳥取県中小企業振興対策審議会設置に関する条例
・鳥取県農村地域工業等導入促進審議会条例
・鳥取県職業能力開発審議会条例
・鳥取県水産業振興審議会条例

[公布施行]

議案第３６号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターへの職員の引継ぎに関する条例の設定について
（行政経営推進課）

地方独立行政法人法第７条の規定に基づき設立する地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
の成立の際、当該法人に職員を引き継ぐために条例で定めるべき県の内部組織を定める。

[地方独立行政法人鳥取県産業技術センター成立の日に施行]

議案第３７号 鳥取県特別会計条例の設定について（財政課）

特別会計の一覧性を確保するとともに、適正な管理を図るため、各特別会計ごとに設定してい
る根拠条例を一本化するものである。
・新設 鳥取県給与集中管理特別会計
・廃止 鳥取県公共用地先行取得事業特別会計

[公布施行 ほか]

議案第３８号 鳥取県基金条例の設定について（財政課）

基金の一覧性を確保するとともに、適正な管理を図るため、各基金ごとに設定している根拠条
例を一本化するものである。
・新設 鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金

[公布施行]
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議案第３９号 国営土地改良事業特別徴収金徴収条例の設定について（耕地課）

国営東伯土地改良事業の工事の完了にかんがみ、国営土地改良事業に係る特別徴収金（当該事
業受益地が農業外の用途等に供された場合に徴される徴収金）を徴収するため必要な事項を定め
るものである。

[公布施行]

議案第４０号 鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例の設定について
（管理課）→（県土総務課）

昨今の公共工事をめぐる入札談合事件の摘発が相次いでいる現状にかんがみ、建設工事等の入
札制度に関する透明性を確保し、かつ、その在り方について広く県民の合意を得る仕組を構築す
るため、建設工事等の入札制度に関する県の基本的な方針の策定、これに対する議会の承認その
他建設工事等の入札制度の決定に係る手続に関し必要な事項を定めるものである。

[公布施行]

議案第４１号 鳥取県留置施設視察委員会条例の設定について（警察本部会計課）

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部が改正され、新たに警察本部に留置施設視察
、 。委員会を置くこととされたことに伴い その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものである

[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日に施行]

議案第４２号 鳥取県景観形成条例の全部改正について（景観まちづくり課）

景観法の規定に基づき景観計画を定めるとともに、新たに生じた景観形成上の課題に対応する
ため、景観形成のための基準及び制度の枠組みを見直し、本県における良好な景観形成の基本方

、 。針その他景観形成に関し基本となる事項 行為の規制等に関し必要な事項等を定めるものである
[公布施行 ほか]

議案第４３号 鳥取県個人情報保護条例の一部改正について（県民室）

平成１９年４月１日に鳥取県の機関の一部が地方独立行政法人化されることに伴い、当該地方
独立行政法人においても県の各機関と同等の個人情報の適正な取扱いを確保するため、鳥取県が
設立する地方独立行政法人を条例の実施機関に加える等所要の改正を行うものである。

[平成19年４月１日施行]

議案第４４号 鳥取県情報公開条例の一部改正について（県民室）

平成１９年４月１日に鳥取県の機関の一部が地方独立行政法人化されることに伴い、当該地方
独立行政法人においても県の各機関と同等の情報の公開等による透明性の確保を図るため、鳥取
県が設立する地方独立行政法人を条例の実施機関に加えるものである。

[平成19年４月１日施行]

（ ）議案第４５号 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例の一部改正について 管財課

県有地等に放置されている自動車の処分を引き続き円滑に行うため、条例の適用期間を平成２
２年３月３１日まで延長するとともに、放置自動車内に放置されている物件についても放置自動
車と併せて処分できることとするものである。

[公布施行 ほか]

議案第４６号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について（職員課）

職員を派遣することができる公益法人を変更する等所要の改正を行うものである。
・社会福祉法人鳥取県厚生事業団ほか４団体を派遣先から削除 ほか

[平成19年４月１日施行 ほか]

議案第４７号 鳥取県職員定数条例の一部改正について（行政経営推進課）

平成19年度の組織改正等に伴い、職員定数の見直しを行うものである。
・知事部局 １０８名減
・学校職員 ９６名減 ほか

[平成19年４月１日施行]



－4－

議案第４８号 鳥取県部等設置条例等の一部改正について（行政経営推進課）

平成19年度の組織改正等に伴い、部の所掌事務等の改正を行うとともに、部局長等の設置及び
担任事務についても規定しようとするものである。

[平成19年４月１日施行]

議案第４９号 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正について
（税務課）

県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大に資するため、企業立地の促進のための不動
産取得税の不均一課税の対象事業及び適用要件を見直すものである。
（改正の概要）

鳥取県企業立地等事業助成条例に規定する企業立地事業を行う者に対しては、当該事業の用
に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は 100分の0.、
4（通常税率100分の４）とする。

[平成20年４月１日施行 ほか]

議案第５０号 鳥取県手数料徴収条例の一部改正について（指導管理室）→（指導管理課）

受益と負担の公平確保を図るため、介護支援専門員に係る研修等の手数料の額を定める等所要
の改正を行うものである。

（手数料等の概要）
ア 設定

事 務 の 区 分 手 数 料 の 額
単 位 金 額

(ｱ)介護支援専門員に対する再研修 １件につき １２，８００円
実務未経験者に １件につき １２，８００円

(ｲ)介護支援専門員 対するもの
更新研修 実務経験者に対 １件につき ２１，８００円

するもの
生後91日以上の １頭又は１匹につき ２，０００円

(ｳ)犬又はねこの 犬又はねこ
引取り 生後90日以下の １頭又は１匹につき ４００円

犬又はねこ
(ｴ)網猟免許又は 既に銃猟の免許 １件につき ２，８００円

わな猟免許の を有している者等
交付 それ以外の者 １件につき ４，３００円

(ｵ)特別支援学校の 普通免許状 １件につき ３，３００円
教育の免許状への 臨時免許状 １件につき １，７００円
新教育領域の追加

イ 引上
事務の区分 単 位 手 数 料 の 額

現 行 改正後
(ｱ)介護支援専門員実務 １件につき １２，０００円 １２，８００円

研修

[平成19年４月１日施行 ほか]

議案第５１号 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
（地域自立戦略課）

知事の権限に属する事務で市町村が処理する事務のうち、農地法に基づく農地等への権利設定
及び移転の許可等の事務に係る移譲先に、新たに北栄町を追加するものである。

[平成19年４月１日施行]
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議案第５２号 鳥取県非営利公益活動促進条例の一部改正について（協働推進課）→（地域自立戦略課）

最近の社会情勢、県内情勢及び非営利公益活動団体の活動の現状等にかんがみ、協働の対象に
非営利公益活動を追加する等所要の改正を行うものである。

[公布施行]

議案第５３号 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について（福祉保健課）

皆成学園、鳥取療育園及び中部療育園における障害者自立支援法の規定に基づく児童デイサー
ビスの提供等について、使用料を徴収することとし、その額を定めるものである。

[平成19年４月１日施行]

議案第５４号 鳥取県感染症診査協議会条例の一部改正等について（健康対策課）→（健康政策課）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び結核予防法の廃止に
伴い、鳥取県結核診査協議会を廃止し、鳥取県感染症診査協議会に結核部会を設ける等所要の改
正を行うものである。

[平成19年４月１日施行]

議案第５５号 鳥取県屋外広告物条例等の一部改正について（景観まちづくり課）

屋外広告物の取扱いについて所要の改正を行うものである。
（概要）
・大型の屋外広告物を対象に、色彩及び照明に関する規制を追加。
・電柱など特定の物件に表示することを禁止する広告物の追加・拡大。
・屋外広告業者登録制の導入。
・広告物の表示の方法の基準違反に関する是正命令等の制度の整備。

[公布施行 ほか]

議案第５６号 鳥取県建築基準法施行条例の一部改正について（景観まちづくり課）

建築基準法の一部が改正され、建築物の安全性の確保を図るため知事等による構造計算適合性
判定及び中間検査の実施等が義務付けられたことに伴い、構造計算適合性判定に係る手数料の額
を定める等所要の改正を行うものである。

[建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の
一部を改正する法律の施行の日に施行 ほか]

議案第５７号 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について（住宅政策課）

県営住宅を、真に住宅に困窮する者に対して的確に供給するため、入居の承継基準を見直す等
所要の改正を行うものである。
（概要）

承継の要件として、収入超過者でないこと及び入居者の配偶者又は優先入居者であることを
追加 ほか

[平成19年10月１日施行 ほか]

議案第５８号 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について（農業大学校）

多様な就農形態を可能とする人材を養成・確保するため、鳥取県立農業大学校の教育体系を再
編成すること及び養成課程の授業料等を見直すことに伴い、所要の改正等を行うものである。
（概要）
・研究課程及び専門技術課程を廃止
・養成課程の授業料の引上 現行 108,000円／年 → 111,600円／年 ほか

[平成20年４月１日施行 ほか]

議案第５９号 鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例の一部改正について（林政課）

引き続き健全な森林の育成及び資源の有効利用に資するため、条例の適用期間を平成２１年３
月３１日まで延長する等所要の改正を行うものである。

（概要）間伐材の搬出経費の助成 4,000円／ｍ3
[平成19年４月１日施行]
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議案第６０号 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正について（水産課）

受益と負担の公平確保を図るため、海水供給施設の利用について新たに使用料を徴収する等所
要の改正を行うものである。
（使用料の概要）
・海水を市場内で使用する場合 137円／ｍ3
・海水を市場外に持ち出す場合 75円／ｍ3

[平成19年４月１日施行]

議案第６１号 鳥取県警察手数料条例の一部改正について（警察本部会計課）

道路交通法の一部が改正され、中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許
が新設されたことに伴い、当該免許等に係る運転免許試験手数料の額を定める等所要の改正を行
うものである。
また、探偵業の業務の適正化に関する法律が制定され、都道府県公安委員会は探偵業を営む者

から当該探偵業に係る届出書の提出があったときは、その旨を証する書面の交付を行うこととさ
れたことに伴い、新たに手数料を設定するものである。
（概要）
・大型又は中型に係る運転免許試験手数料の新設 １件につき1,850円 ほか
・探偵業に係る届出があったことを証する書面の交付 １件につき3,600円 ほか

[平成19年６月２日施行 ほか]

議案第６２号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正について
（教育総務課）

教育職員として新たに栄養教諭の職を設置するため、所要の改正を行うものである。
[平成19年４月１日施行]

議案第６３号 鳥取県病院局企業職員定数条例の一部改正について（病院局総務課）

平成19年度の組織改正等に伴い、職員定数の見直しを行うものである。
[平成19年４月１日施行]

議案第６４号 県税事務所設置条例の廃止について（税務課）

総合事務所の県税局の機能を見直し 県税の賦課徴収等の知事の権限を総合事務所長 現行 県、 （
税事務所長）に委任することに伴い、県税事務所を廃止する。

[平成19年４月１日施行]

議案第６５号 鳥取県産業技術センター条例の廃止について（産業技術センター）

鳥取県産業技術センターの地方独立行政法人化に伴い、鳥取県産業技術センター条例を廃止す
る。

[平成19年４月１日施行]

議案第６６号 財産を減額して貸し付けること（大谷団地敷地）について（住宅政策課）

貸 付 先：鳥取県住宅供給公社
貸 付 財 産：普通財産

種 類 所 在 地 数 量
土 地 米子市大谷町１８１番１ 4,627.83㎡

貸 付 期 間：平成１９年４月１日から平成２９年３月３１日まで（１０年間）
貸 付 金 額：国有資産等所在市町村交付金相当額
減額貸付理由：住宅困窮者の居住の安定確保を図るため、低廉な家賃で共同住宅を供給する鳥取

県住宅公社に対して当該土地を減額して貸し付けするものである。
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議案第６７号 財産を無償で貸し付けること（ 元）東伯農業改良普及所）について（管財課）（

貸 付 先：琴浦町
貸 付 財 産：普通財産

所 在 地 数 量 摘 要
東伯郡琴浦町大字八橋367番 土 地 690.22㎡ （元）東伯農業改良
２、367番７ 建 物 281.96㎡ 普及所

貸 付 期 間：平成19年４月１日から平成24年３月31日（５年間）
無償貸付理由：琴浦町が児童の健全育成を図るため行う「放課後児童クラブ」の運営を支援する

ため、財産を無償で貸し付けするものである。

議案第６８号 財産を無償で貸し付けること（グラウンド等用地）について（管財課）

貸 付 先：特定非営利活動法人グリーンスポーツ鳥取
貸 付 財 産：普通財産

所 在 地 数 量 摘 要
鳥取市湖山町西二丁目254番 土 地 23,356.26㎡ 駐車場用地及びグ
外２９筆 ラウンド用地

貸 付 期 間：平成19年４月１日から平成24年３月31日（５年間）
無償貸付理由：スポーツの振興や子供の健全育成を目的とした活動をう特定非営利活動法人グリ

ーンスポーツ鳥取を支援するため、当該土地を無償で貸し付けするものである。

議案第６９号 財産を無償で貸し付けること（弓浜がすり伝承館）について（市場開拓監）→（市場開拓室）

貸 付 先：鳥取県弓浜絣協同組合
貸 付 財 産：普通財産

所 在 地 数 量 摘 要
境港市麦垣町字蔵元灘８６番 土 地 2,764.26㎡ 弓浜がすり伝承館
２ 建 物 523.28㎡

貸 付 期 間：平成１９年７月１日から平成２３年３月３１日まで
無償貸付理由：伝統技術の伝承、後継者の育成を図り伝統工芸品である弓浜絣の産地維持に資す

るため、土地及び建物を無償で貸し付けするものである。

議案第７０号 財産を無償で譲渡すること（氷ノ山自然ふれあいの里）について（公園自然課）

相 手 方：若桜町
譲 与 財 産：普通財産

種 類 所 在 地 数 量
建 物 八頭郡若桜町大字つく米字シヨムカ ８棟

６３５番１ ほか２筆 396.41㎡
工作物 八頭郡若桜町大字つく米字シヨムカ 屋外電気設備

６３５番１ ほか３筆 １式 等
土 地 八頭郡若桜町大字つく米字シヨムカ 7,052.71㎡

６３５番７ ほか８筆

無償譲渡理由：宿泊研修施設等の町営施設との一元的な管理により若桜町の地域振興資源として
有効な利活用を図るため、県が整備した野営場施設及び駐車場敷地等を無償で譲
渡するものである。

議案第７１号 財産を無償で譲渡すること（一向平野営場施設）について（公園自然課）

相 手 方：琴浦町
譲 与 財 産：普通財産

種 類 所 在 地 数 量
建 物 東伯郡琴浦町大字野井倉字一向平ル６ ５棟

８８番１２９ ほか１筆 299.46㎡
工作物 東伯郡琴浦町大字野井倉字一向平ル６ 給水施設

８８番１３０ ほか１筆 １式

無償譲渡理由：研修施設等の町営施設との一元的な管理により琴浦町の地域振興資源として有効
な利活用を図るため、県が整備した野営場施設を無償で譲渡するものである。
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議案第７２号 財産を無償で譲渡すること（産業技術センター特許権）について
（産業開発課）

相 手 方：地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
譲 与 財 産：無体財産権

種 類 内 容
特許権 多層有機分子薄膜発光素子 ほか

無償譲渡理由：産業技術センターの職務発明に基づき県が取得した特許権について、地方独立行
政法人化後、引き続き同センターにより活用されることから、同センターへ無償
で譲渡するものである。

議案第７３号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（障害福祉課）

和解の相手方：倉吉市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金50,750円を和解の相手方に支払う。
事件 の概要：鳥取県立中部療育園に通園する児童の保護者から、特別児童扶養手当受給に必要

な特別児童扶養手当認定診断書の作成依頼があり、当園医師が同診断書を作成し
たが、当園職員が保護者への交付を失念し放置していた。
これにより、本来受給可能な同手当が一月分受給できなかったという損害を和解
の相手方に与えたものである。

議案第７４号 白兎養護学校高等部棟新築工事に伴う損害の賠償に係る和解について（教育環境課）

和解の相手方：鳥取市 企業
和解 の要旨：和解の相手方は、県立白兎養護学校高等部棟新築工事において不適切な工事によ

り生じた損害の賠償金として、修補等に係る全ての経費を負担するものとする。
事件 の概要：和解の相手方が排水管を施工する際に勾配がとれないことから県監督員等に協議

することなく独断で新たな貫通口を空けて配管を設置しようとして地中梁の一部
を切断し、県に損害を与えたものである。

議案第７５号 全国自治宝くじ事務協議会を設ける普通地方公共団体の数の増加及び
全国自治宝くじ事務協議会規約の変更に関する協議について（財政課）

全国自治宝くじ事務協議会に新たに新潟市及び浜松市を加えることに伴い、全国自治宝くじ事
務協議会規約の一部を変更するため 地方自治法第252条２の規定により議会の議決を求めるもの、
である。

議案第７６号 第２次鳥取県男女共同参画計画の策定について（男女共同参画推進課）

平成13年７月に策定した鳥取県男女共同参画計画の計画期間が平成１８年度末に終了すること
から、引き続き県が目指す男女共同参画社会を実現するため、第２次鳥取県男女共同参画計画を
策定するものである。
計画の期間：平成１９年度から平成２３年度まで（５年間）
テ ー マ：男女共同参画の視点に立って社会の制度や慣行などを見直してみよう。

職場、家庭及び地域において、だれもが多様な生き方を選べる社会にしよう。
女性の人権が守られ、だれもがともに自分の意思で生きる権利を守ろう。

議案第７７号 天神川流域下水道の管理に要する費用について関係市町が負担すべき金額を定めることに
ついての議決の一部変更について（水・大気環境課）

、 。天神川流域下水道の管理費用について 流域関連市町が負担すべき金額を変更するものである
（変更内容）
・負担すべき金額：排水１立方メートルにつき９５円（現行 ９９円）

議案第７８号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター中期目標の制定について（産業開発課）

地方独立行政法人鳥取県産業技術センターが達成すべき業務運営に関する目標を設定するた
め、地方独立行政法人法第２５条第３項の規定により議会の議決を求めるものである。

目標の期間：平成１９年４月１日から平成２３年３月３１日（４年間）
概 要：県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 ほか
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議案第７９号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター定款の一部変更について（産業開発課）

産業技術センター食品開発研究所高機能開発支援棟の完成に伴い、当該建物を地方独立行政法
人鳥取県産業技術センターに出資する資産として、法人の定款に追加するものである。

議案第８０号 地方独立行政法人鳥取県産業技術センターに承継させる権利の追加について
（産業開発課、産業技術センター）

財産の内容：地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
種 類 所 在 地 数 量 権利の種別

境港市中野町字下荒蒔２０３２番地１ほか

建 物 産業技術センター食品開発研究所高機能開 494.11㎡ 所有権
発支援棟

議案第８１号 国営土地改良事業の施行に伴う市町村負担金についての議決の一部変更について（耕地課）

土地改良法第90条第10項の規定により、国営東伯土地改良事業に係る市町村負担金の額を定め
るものである。
（概要）
・負担すべき金額

北栄町 事業費の1,000分の2.62に相当する金額の範囲内で知事が別に定める額
琴浦町 事業費の1,000分の5.4に相当する金額の範囲内で知事が別に定める額

議案第８２号 鳥取県建設工事等入札制度基本方針について（管理課）→（県土総務課）

鳥取県建設工事等の入札制度を定める手続に関する条例の制定に伴い、建設工事等の入札制度
に関する県の基本的な方針を定めるものである。

基 本 方 針：県が発注する建設工事等における談合等不正行為の一掃を図るため、競争性及
び公正性の確保等を目的とした入札制度を構築する。

策 定 項 目：適正な競争性の確保 入札方式 区域割 格付等 品質の確保及び不良・不適（ 、 、 ）、
格業者の排除 低価格受注への対応等 透明性・公正性の確保 鳥取県建設工（ ）、 （
事等入札・契約審議会からの意見聴取等）等。

議案第８３号 旧中部ダム予定地域振興協議会の廃止について（河川課）

旧中部ダム予定地域の地域振興計画４２事業のうち、４０事業が平成１８年度末に完了見込み
で、全事業の達成の見込みがたったことから、これを廃止するものである。

議案第８４号 包括外部監査契約の締結について（行政監察室）

包括外部監査人と契約を締結するため 地方自治法第252条の36第１項の規定により議会の議決、
を求めるものである。
契約の目的：当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告
契約の始期：平成19年４月１日
契 約 金 額：10,500,000円を上限として、執務費用及び実費を勘案して算定する額
契約の相手方：勝部 不二夫 公認会計士
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議案第８５号 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の設定について（職員課）

特別職の給与に関する有識者会議における検討結果を踏まえ、知事等特別職（議会の議員を除
く の給与等の総支給額の引下げ等所要の改正を行うものである なお 議会の議員の給与及び。） 。 、
旅費等については、知事等とは別に条例で定めるものとする。

１ 知事等（附属機関の委員等を除く ）の給与（退職手当を含む ）の総額について、現行。 。
の総額から７パーセント引き下げる。
・知事等の退職手当の支給割合を引き下げる。
・総額の引下げ及び退職手当の支給割合の引下げを勘案し、知事、副知事、出納長及び

常勤の監査委員の給料月額を改定する。
２ 県内に宿泊した場合の宿泊料の額を引き下げる。

（改正する条例）
・特別職の職員の給与に関する条例

→鳥取県議会議員の給与及び旅費等に関する条例に改正
・特別職の職員の旅費等に関する条例

・知事等の退職手当に関する条例
・教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 ほか

施行日前からの在職者の給与について所要の経過措置を講ずる。
[平成19年４月１日施行]

議案第８６号 職員の給与に関する条例等の一部改正について（職員課）

次の事項について所要の改正を行うものである。
・昇給日の変更
・公共交通機関の利用促進のための通勤手当の改正
・一般職の非常勤職員の法制化に伴う規定の整備

[平成19年４月１日施行]

議案第８７号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について（職員課）

次の事項について所要の改正を行うものである。
・災害応急作業等手当（防災ヘリの教育訓練業務）の支給額等の見直し
・教員特殊業務手当の支給対象職員に栄養教諭を加える。

[平成19年４月１日施行]

議案第８８号 職員の旅費に関する条例等の一部改正について（職員課）

旅費に関し、日当・宿泊料の見直し等所要の改正を行うものである。
・県内の旅行における宿泊料の引下げ（9,800円／泊→8,200円／泊）
・私用車を公務使用した場合の車賃の引上げ（16円／km→25円／km）
・日当の支給範囲等の見直し

[平成19年４月１日施行]

議案第８９号 鳥取県知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正について（職員課）

給与制度の見直し等を踏まえ、給与のカット率を緩和するものである。
[平成19年４月１日施行]
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議案第９０号 鳥取県税条例の一部改正について（税務課）

平成19年度地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものである。
（改正の概要）
ア 地方税法の一部改正に伴う事項

・個人県民税配当割の税率を100分の３とする特例の適用期限を平成21年３月31日まで延長
・狩猟税について網・わな猟免許の区分分割に伴い、網猟免許・わな猟免許それぞれの税率

を設定
・個人県民税徴収取扱費市町村交付金について交付額の算定方法の変更 ほか

イ 自動車税及び自動車取得税の課税免除に関する事項

自動車税及び自動車取得税の課税免除を減免に変更し、その対象範囲について次のとおり
とする。

対象となる自動車 概 要 適 用
（自動車税）

身体障害者等本人運転車 減免額の上限 税額45,000円を超える額を納税
① 身体障害者等の生計同一者等運 を設定 （自動車取得税）

転車 取得価格250万円を超える部分
に税率を乗じて得た額を納税

身体障害者等の利用する変更車 （自動車税・自動車取得税）
社会福祉法人等の入所者通学通 免除期間の設定 自動車税は、３年間、現行課税②
院等用 ほか 免除を継続する。
自動車教習車 課税免除→減免 営業用乗用車並の税率に減免

[平成19年４月１日施行。ただしイ①については平成20年４月１日施行]

議案第９１号 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について（警察本部会計課）

次の事項について所要の改正を行うものである。
・見直しにより運転免許技能試験手当を廃止すること。
・同一の日において２以上の作業に従事した場合に併給を禁止する手当の種類を追加すること

ほか
[平成19年４月１日施行]

（ ）議案第９２号 平成１９年３月に支給する知事及び副知事の給料の特例に関する条例の設定について 職員課

職員が不適正な経理処理等を行ったことについて、職員に対する管理及び監督が徹底していな
かった結果であることの責任を考慮し、知事及び副知事の給料の減額を行う。

・平成19年３月に支給する知事及び副知事の給料月額の10分の１の額を減じる。
[公布施行]
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報 告 事 項

報告第 １号 議会の委任による専決処分の報告について

（１）鳥取県育英奨学資金貸付金の返還請求等に係る和解について（平成１８年１２月１８日専決）
（人権教育課）

和解の相手方：東京都江戸川区 個人
和解 の要旨：和解の相手方は 和解期日までに650,000円 未償還金 訴訟費用及び延滞金総額、 、 、

1,764,900円について、返還が終わるまで毎月16,500円ずつ県に支払うこと。

（２）鳥取県進学奨励資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について（平成１８年１２月２８日専決）
（人権教育課）

相 手 方：東京都江戸川区 個人
訴えの内容：鳥取県進学奨励資金貸付金の返還、延滞金の支払並びに訴訟費用の負担を求める

とともに、仮執行の宣言を求める。

（３）鳥取県育英奨学資金貸付金の返還請求等に係る訴えの提起について（平成１８年１２月２８日専決）
（人権教育課）

相 手 方：東京都文京区 個人
訴えの内容：鳥取県育英奨学資金貸付金の返還、延滞金の支払並びに訴訟費用の負担を求める

とともに、仮執行の宣言を求める。

（ ） （ ）（ ）４ 鳥取県営住宅の明渡し等の請求に係る訴えの提起について 平成１９年１月１０日専決 住宅政策課

相 手 方：東町団地ほか１団地 入居者２人、連帯保証人４人
訴えの内容：県営住宅の明渡し、未納家賃及び損害賠償金の支払い、訴訟費用の負担を求める

とともに、仮執行の宣言を求める。

（５）鳥取県営住宅の明渡し等の請求に係る和解について（平成１９年１月１２日専決 （住宅政策課））

和解の相手方：甲 県営住宅の入居者１名
乙 甲の連帯保証人１名
丙 甲の連帯保証人１名

和解 の要旨：・県及び和解の相手方は 和解の相手方が和解期日までに未納家賃354,000円を県、
に支払ったことを確認する。

・県は、和解の相手方甲に対してなした県営住宅に係る賃貸借契約を解除する意
思表示を撤回し、和解の相手方甲が当該賃貸借契約に基づく賃借権を有するこ
とを確認する。

・和解の相手方は 損害賠償金283,023円の支払義務があることを認め 平成20年、 、
１月31日までに毎月分割して県に支払う。

・その他、今後の家賃未納時の取り扱い、損害賠償金の支払に係る取り扱い等に
ついて取り決める。

和解 の理由：県営住宅の家賃を滞納したことに係る建物明渡等請求事件について、鳥取地方裁
判所の和解勧告があったことにかんがみ、和解するものである。
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（６）鳥取県営住宅の明渡し等の請求に係る和解について（平成１９年１月１２日専決 （住宅政策課））

和解の相手方：甲 県営住宅の入居者１名
乙 甲の保証人１名

和解 の要旨：・県及び和解の相手方は 和解の相手方が和解期日までに未納家賃338,200円を県、
に支払ったことを確認する。

・県は、和解の相手方甲に対してなした県営住宅に係る賃貸借契約を解除する意
思表示を撤回し、和解の相手方甲が当該賃貸借契約に基づく賃借権を有するこ
とを確認する。

・和解の相手方は 損害賠償金148,555円の支払義務があることを認め 平成20年、 、
１月31日までに毎月分割して県に支払う。

・その他、今後の家賃未納時の取り扱い、損害賠償金の支払に係る取り扱い等に
ついて取り決める。

和解 の理由：県営住宅の家賃を滞納したことに係る建物明渡等請求事件について、鳥取地方裁
判所の和解勧告があったことにかんがみ、和解するものである。

（ ） （ ）（ ）７ 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１９年１月１６日専決 警察本部会計課

和解の相手方：鳥取市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 21,000円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年８月30日、警察本部刑事部捜査第一課兼鳥取警察署の職員が公務のため

小型乗用自動車を運転中、駐車場内で後退した際、和解の相手方所有の軽乗用自
動車に衝突し、双方の車両が破損したものである。

（８）工事請負契約（奥日野広域農道（仮称）豊栄トンネル工事（広域 ）の締結についての議決の）
一部変更について（平成１９年１月２６日専決 （道路建設課））

発破音低減のための対策に時間を要することに伴い工事完成期限の変更を行う。
工事完成期限：平成１９年９月２８日 → 平成１９年１１月２日

（９）鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について
（平成１９年１月２９日専決 （地域自立戦略課））

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等の一部が改正されたことに伴い、条例中引用して
いる条項の改正を行うものである。

[平成19年４月16日施行]

（10）米子境港都市計画事業米子駅前通り土地区画整理事業の施行に関する条例の一部改正について
（平成１９年１月２９日専決 （景観まちづくり課））

道路整備緊急措置法の一部が改正されたことに伴い、条例中引用している法令の改正を行うも
のである。

[公布施行]

（ ） （ ）（ ）11 鳥取県建築基準法施行条例の一部改正について 平成１９年１月２９日専決 景観まちづくり課

建築基準法の一部が改正されたことに伴い、条例中引用している条項の改正を行うものでる。
[公布施行 ほか]

（12）鳥取県地方卸売市場条例及び鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
（平成１９年１月２９日専決 （市場開拓監、企業立地課）→（市場開拓室、企業立地課））

会社法の施行に伴い、条例中引用している用語の改正を行うものである。
[公布施行]
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（13）学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の設定について
（平成１９年１月２９日専決 （障害児教育室）→（特別支援教育室））

学校教育法等の一部が改正されたことに伴い、関係する条例中引用している用語の改正等を行
うものである。
（改正する条例）
・職員の給与に関する条例
・職員の特殊勤務手当に関する条例
・鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例
・災害遺児手当助成条例
・鳥取県教育審議会条例
・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
・鳥取県立高等学校等設置条例
・貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例

[平成19年４月１日施行]

（14）刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の設定について（平成１９年１月３０日専決 （警察本部会計課））

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、条例中で引用して
いる用語の改正を行うものである。
（改正する条例）
・鳥取県行政手続条例
・鳥取県警察本部の内部組織に関する条例
・警察職員の特殊勤務手当に関する条例

[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日に施行]

（ ） （ ）（ ）15 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１９年１月３０日専決 警察本部会計課

和解の相手方：鳥取市 企業
和解 の要旨：県は、損害賠償金 102,253円（県過失９割５分）を和解の相手方に支払う。

、 、 （ ）事故 の概要：平成18年10月18日 智頭警察署の職員が 公務のため普通特種自動車 パトカー
を運転中、交差点を左折する際、右方道路から進行してきた第三者が運転する和
解の相手方所有の小型乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものである。

（ ） （ ）（ ）16 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１９年１月３０日専決 警察本部会計課

和解の相手方：鳥取市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 114,738円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年12月８日、浜村警察署の職員が、公務のため小型乗用自動車を運転中、

駐車場で後退した際、和解の相手方所有の軽乗用自動車と衝突し、双方の車両が
破損したものである。

（ ） （ ）（ ）17 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１９年２月５日専決 警察本部会計課

和解の相手方：米子市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 234,993円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年７月６日、米子警察署の職員が、公務のため軽乗用自動車を運転中、駐

車場内で後退した際、和解の相手方所有の普通乗用自動車と衝突し、双方の車両
が破損するとともに、和解の相手方が負傷したものである。

（ ） （ ）（ ）18 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 平成１９年２月５日専決 警察本部会計課

和解の相手方：米子市 企業
和解 の要旨：県は、損害賠償金 33,075円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。

、 、 （ ）事故 の概要：平成18年10月５日 境港警察署の職員が 公務のため普通特種自動車 パトカー
を駐車場内に停車して降車した際、同車両のギアが停止位置に入っておらず、サ
イドブレーキの踏み込みが不十分であったため前進し、和解の相手方所有の小型
乗用自動車に衝突し、双方の車両が破損したものである。
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（19）損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について（平成１９年２月５日専決 （警察本部会計課））

和解の相手方：鳥取市 個人
和解 の要旨：県は、損害賠償金 113,510円（県過失10割）を和解の相手方に支払う。
事故 の概要：平成18年11月４日、警察本部交通部交通指導課の職員が、公務のため小型乗用自

動車を運転中、警察署駐車場から道路へ進入しようとした際、歩道を左方から進
行してきた和解の相手方が乗車する自転車と衝突し、和解の相手方が負傷したも
のである。

報告第２号 長期継続契約の締結状況について

件 数 ２１ 件


